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～次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業～ 

「子育てサポート企業」を認定! 
 

くるみんマーク取得企業が１４社に!! 

～教育・学習支援業の認定は県内初！～ 

山形労働局（局長 森田
も り た

 啓司
ひ ろ し

）では、この度、学校法人 羽陽
う よ う

学園
がくえん

（代表：理事

長 原田
は ら だ

 恒男
つ ね お

）を子育て支援に積極的に取り組んでいる「子育てサポート企業」とし

て、新たに認定いたしました。 
 

この認定を受けるためには、次世代育成支援対策推進法に基づき、従業員の子育て支

援について「一般事業主行動計画」を策定し、女性の育児休業取得率が 70％以上であ

ること、男性の育児休業等取得者がいること等一定の基準を満たす必要があります。 

 子育てサポート企業認定通知書交付式は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆認定通知書交付式                                           
     

・日時 平成 2６年５月１６日(金）1４時０0 分～ 

 

・場所 山形労働局 大会議室 

（山形市香澄町 3-2-1山交ビル３階） 
 

・認定企業 学校法人 羽陽学園 

※当日は、子の看護休暇を取得した短期大学准教授 

（男性）も出席する予定です 

「ヤッピー」は山形労働局のイメージキャラクターです。 

 

担 

 

当 

山形労働局雇用均等室 

室  長    宮村 雅江 

地方育児・介護休業指導官 芳賀 洋子 

電話 ０２３－６２４－８２２８ 

FAX ０２３－６２４－８２４６ 

山形労働局発表 

平成２６年５月１日（木） 

 

山形労働局   ―ＹＡＭＡＧＡＴＡ ＬＡＢＯＵＲ BＵＲＥＡＵ― 

認定された企業は、このマーク
を商品、広告、求人広告及びホ
ームページ等で表示すること
ができ、「子育てサポート企業」
として広くアピールすること
ができます。 

認定マーク（愛称：くるみん） 

 

http://www.mhlw.go.jp/


  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

●行動計画に基づく取組内容 

   （計画期間 平成２３年４月１日～平成２６年３月３１日） 

   １ 教職員の産前産後休業の諸制度の周知 

   ２ 教職員の育児休業の諸制度の周知 

   ３ 教職員の育児休業復帰後の諸制度を周知するとともに、仕事と子育ての両立を

図りやすい職場環境づくりを推進する 
 

●行動計画策定に当たって工夫した点 

   産前産後休業・育児休業制度等諸制度の周知が不足していたため、「仕事と家庭生 

活の両立を応援します」と題したパンフレットを作成し、内容を周知することにより、

教職員が仕事と家庭生活を両立し、能力を十分発揮できるよう、働きやすい職場環境

づくりを目指そうと行動計画を策定した。 
 

●行動計画策定・実施の効果 

若い女性教職員が多いこともあり、産前産後休業・育児休業を取得する教職員は計

画期間において 12 名となった。男性の育児休業取得には繋がらなかったが、子の看

護休暇を取得する男性教員、介護休暇を取得する女性教員もおり、家庭生活との両立

を図りながら働く教職員を応援することができた。 

   また、離職率は、県内の教育・学習支援業の事業所の平均離職率よりも低い傾向に

ある。 

学校法人羽陽学園 

（取材担当者：学園本部事務職員 渡辺
わたなべ

 桂子
け い こ

 ℡ 023-641-8348） 

代表者     理事長 原田
は ら だ

 恒男
つ ね お

       

事業内容  私立学校経営 

労働者数  １２３名（男性４０名 女性８３名） 

所 在 地  山形市鈴川町２丁目１０番３０号 

○女性教職員の出産者１２名中１２名が育児休業を取得（１００％取得） 

 産休・育児休業期間中は、幼稚園教諭や保育士等の資格を有する代替職員を採用す

ることにより、教職員が休業を取得できるよう配慮している。 
 

○男性教員が子の看護休暇を取得（取得期間：３日間） 
 

○産前産後休業、育児休業及び育児休業復帰後の諸制度について、わかりやすいパン

フレットを作成し、周知することにより、仕事と子育ての両立を図りやすい職場環境

づくりを推進させた。 
 

・子の看護休暇制度について、時間単位で取得可 
 

・育児のための所定外労働の免除制度及び育児短時間制度について、小学校就学前

まで取得可 
 

○長期期間中における年次有給休暇の取得促進を実施 
 

 

 



 

●今後の取組 

    若い教職員が多いことから、子育てのニーズを想定していたが、介護休暇・介護休

業のニーズも出てきており、今後も働きやすい職場環境になるよう諸制度の周知を図

っていく。また子育てに当たっては、当園の保育園・幼稚園での受入れや子育ての相

談・介護の相談については羽陽学園短期大学の専門の教員と個別に対応できるよう環

境整備の充実を図っていく。 

 

 

●男性の看護休暇取得者からのコメント 短期大学 幼児教育科 高桑
たかくわ

 秀郎
ひ で お

 氏 

下の子どもの出産直前に上の子どもが入院すること 

になりました。「子の看護休暇」という制度をパンフ 

レットで知り、休暇を申請しました。入院中は 24 時 

間付き添いが必要だったので、制度を利用することで 

腰を据えて子どもの世話ができたように思います。普 

段は接する時間が短いので、子どもと長時間いること 

は自分にとっても貴重な経験でした。 

職場の協力と理解に感謝したいと思います。 

 

 

 

 

 

●トップからのコメント                 理事長 原田
は ら だ

 恒男
つ ね お

 氏 

    本学園の建学の精神「敬・実・和」。 

まごころをもって、他の人を敬愛し、和をはかる。 

学問の研究を通し真の人間理解を追求することにありま 

す。 

正しい人間理解なくして、幼児教育および社会福祉は 

成り立ち得ません。誰に対しても「やさしく、賢く、骨 

惜しみしない」人間、情熱を秘め、広い視野と洞察力を 

備えて行動できる、人間性豊かな人材の育成を目指して 

います。 

この度くるみんマークを取得することにより、ホーム 

ページ等で広報に努めるとともに、さらに教職員の働き 

やすい職場環境を整え、より多くの子どもの幼児教育と 

社会福祉の地域貢献を担っていく所存であります。                       

 

 



添付資料 

・次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業等の状況 

・子育てサポート企業の認定について 

・育児・介護休業法に基づく育児のための両立支援制度の概要 

・次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみんマーク 

認定を目指しましょう!!! 

・平成 26 年 4 月 1 日以降に開始する育児休業から育児休業給付金の支給率を引き

上げます  

・男性の育児参加は、会社にも社会にもプラスです 



１．県内における認定企業（平成２６年４月末現在）　　

２．東北６県の認定の状況（平成２６年３月末現在）　　

３．県内企業における一般事業主行動計画策定届の届出等の状況（平成26年3月末現在）
　　（１）届出企業数

労働者１０１人以上
３００人以下

労働者３０１人以上
労働者１０１人以上
３００人以下

労働者１００人以下

101 342

（届出率　100%）（届出率　99.4 %）

　　（２）届出企業数の推移

次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業等の状況
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No 認定年 企業名 所在地 業種 労働者数

1 平成19年 山形カシオ株式会社 東根市 製造業 718人

2 平成21年 株式会社山形銀行 山形市 金融業 2,120人

3 平成23年 日東ベスト株式会社 寒河江市 製造業 1,465人

4 株式会社ユニバーサル山形 山形市 訪問介護事業 39人

5 キャド・キャム株式会社 鶴岡市 建築設計業 62人

6 株式会社小森エレクトロニクス 高畠町 製造業 66人

7 モガミフーズ株式会社 河北町 製造業 427人

8 東ソー・クォーツ株式会社 山形市 製造業 301人

9 ＡＧＣディスプレイグラス米沢株式会社 米沢市 製造業 487人

10 株式会社コヤマ 村山市 製造業 219人

11 特定医療法人敬愛会 尾花沢市 医療業 293人

12 株式会社山本製作所東根事業所 東根市 製造業 321人

13 株式会社東北福祉サービス 山形市 老人福祉・介護事業 187人

14 学校法人羽陽学園 山形市 教育・学習支援業 123人

平成24年

平成25年

平成26年



　　（３）産業別届出企業数

　　（４）行動計画の内容
①計画期間別企業数及び割合

　 ②目標として取り上げられている主な事項別企業数

　　　　　　　　　　　　　　　　　※行動計画においては、複数の目標を掲げることが可能。
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子育てサポート企業の認定について 
 

●くるみんマークの認定とは 

 ・ 行動計画を策定し、その行動計画に定めた目標を達成するなどの 

一定の要件を満たした場合、必要書類を添えて申請を行うことによ 

り、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣（都道府県労働局長 

へ委任）の認定（くるみんマークの認定）を受けることができます。 

 

 ・ 認定を受けると、以下のようなメリットがあります。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ 認定を受けるためには、9つの認定基準を満たす必要があります。 

 

 

●認定基準 

 １ 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと 

２ 行動計画の計画期間が 2年以上 5年以下であること 

３ 策定した行動計画を実施し、それに定めた目標を達成したこと 

４ 平成 21年 4月 1日以降に策定・変更した行動計画について、公表および従業員への周知を適切に 

行っていること 

5 計画期間内に男性の育児休業等取得者がいること 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 計画期間内の女性の育児休業等取得率が 70％以上であること 

7 3歳から小学校就学前の子どもを育てる従業員について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限 

に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること 

8 次の①から③のいずれかを実施していること 

        ①所定外労働の削減のための措置 

        ②年次有給休暇の取得の促進のための措置 

        ③その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置 

９ 法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと 

 

 

次世代認定マーク 

（愛称：くるみん） 
☆ 次世代認定マーク（愛称：くるみん）を、商品、広告、求人広告な

どにつけ、子育てサポート企業であることをＰＲできます。 

  その結果、企業イメージの向上、従業員のモラールアップやそれに

伴う生産性の向上、優秀な従業員の採用・定着が期待できます。 

 

☆ 取得・新築・増改築した建物等について割増償却ができます。 

  認定を受ける対象となった行動計画の計画期間開始の日から認定を

受けた日を含む事業年度終了の日までの期間内に取得・新築・増改築

をした建物とその附属設備について、認定を受けた日を含む事業年度

において、普通償却限度額の 32％の割増償却ができます。 

（従業員数が 300人以下の一般事業主の特例） 

 計画期間内に男性の育児休業取得者がいなかった場合でも、①～③のいずれかに該当すれば基準

を満たす 

 ①計画期間内に、子の看護休暇を取得した男性従業員がいること 

 ②計画期間内に、小学校就学前の子を育てる従業員に対する所定労働時間の短縮措置を利用した 

男性従業員がいること 

 ③計画の開始前 3年以内の期間に、育児休業等を取得した男性従業員がいること 



育児・介護休業法に基づく育児のための両立支援制度の概要 
 

１ 育児休業制度 

○ 従業員は、事業主に申し出ることにより、原則として子の1歳の誕生日の前日まで、1回に

限り、育児休業をすることができます。 

○ 両親がともに育児休業をするなど一定の要件を満たす場合は、育児休業期間を1歳2か月ま

で延長できます［ただし、それぞれの育児休業の期間（女性の場合は産後休業と育児休業を

合計した期間）は1年間が限度です。］。 

 ○ 子が1歳以降、保育所に入れないなどの一定の要件を満たす場合は、子が1歳6か月に達す

るまでの間、育児休業を延長することができます。 

 

２ 短時間勤務制度 

○ 事業主は、３歳未満の子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる短時

間勤務制度を設けなければなりません。 

○ 短時間勤務制度は、1日の所定労働時間を原則として6時間（5時間45分から6時間まで）と

する措置を含むものとしなければなりません。 

制度の概要 

３ 子の看護休暇 

○ 小学校就学前までの子を養育する従業員は、事業主に申し出ることにより、小学校就学前

までの子が１人であれば年に５日まで、２人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を

取得することができます。 

○ 子の看護休暇は、病気やけがをした子の看護を行うためや、子に予防接種または健康診断

を受けさせるために利用することができます。 

 

４ 所定外労働の制限 

○ ３歳未満の子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、その従業員を所定労働

時間を超えて労働させてはなりません。 

 

５ 法定時間外労働の制限 

 ○ 小学校就学前までの子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、１か月２４時間、

１年１５０時間を超える時間外労働をさせてはなりません。 

 

６ 深夜業の制限 

 ○ 小学校就学前までの子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、その従業員を深

夜（午後１０時から午前５時まで）において労働させてはなりません。 

 

７ その他の両立支援措置 

 ○ 事業主は、小学校就学前までの子を養育する従業員について、①フレックスタイム制度、

②時差出勤の制度、③事業所内保育施設の設置・運営その他これに準ずる便宜の供与、のい

ずれかの措置を講ずるよう努めなければなりません。 

 



平成26年４月１日以降に開始する育児休業から 

育児休業給付金の支給率を引き上げます 

  厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク LL260401保03 

 育児休業給付金は、平成26年４月１日以降に開始する育児休業※からは、育児休業を開始してから
180日目までは、休業開始前の賃金の67％となります。（これまでは全期間について50％） 
 
※平成26年３月31日までに開始された育児休業は、これまでどおり育児休業の全期間について休業開始前の賃金の 

50％が支給されます。 

支給率が変わります 

育児休業開始から180日目までは休業開始前の賃金の67％を支給し、181日目からは、従来通 
り休業開始前の賃金の50％を支給します。 
 
※１ 母親の産後休業（出産日の翌日から8週間）は育児休業給付金の支給対象となる育児休業の期間に含まれません。 
※２ 母親とともに父親も休業する場合（「パパ・ママ育休プラス制度」利用時）、後から育児休業を開始する方は 
  子どもが１歳２か月に達する日の前日までの育児休業に対して、最大１年まで支給します。 

 支給の対象期間中に賃金の支払がある場合、支払われたその賃金の額が休業開始時の賃金日額に
支給日数をかけた額に対し、13％を超えるときは支給額が減額され、80％以上のときは給付金は
支給されません。 
 また、育児休業給付金には上限額と下限額があります。支給率が67%のときの支給単位期間１
か月分としての上限額は286,023円、下限額は46,431円です。（支給率が50%のときの支給単位期間１

か月分としての上限額は213,450円、下限額は34,650円です。） 

※この金額は平成26年7月31日までの額です 

支給額には上限額、下限額などがあります 

育児休業を取得予定の方へ・育児休業給付金を申請予定の事業主の方へ  

１歳２か月 

８週間 

給付率50％ 

出産 育児休業開始 １歳 

180日 

給付率50% 

育児休業開始 

父 親 

母 親 

180日 

産後休業期間 

※１ 

※２ 

「パパ・ママ育休プラス制度」を利用
して子どもが１歳2か月に達する日ま
で育児休業をした場合 

給付率67％（従来の給付率50％から変更） 

給付率67％（従来の給付率50％から変更） 

＜支給額のイメージ＞ 



男性の育児参加を進めることは、企業にとっても、 
男性従業員の育児休業の取得や短時間勤務の実施などを契機として、 
職場内での業務の改善や働き方の見直しが進み、 
労働者のワーク・ライフ・バランスの実現による心身の健康の確保や 
労働時間の短縮によるコスト削減などの効果が期待されます。 
 
また、「育児に参加したい」という男性の希望を実現し、 
従業員のモチベーションアップにもつながるものです。 
 
ここでは、男性の育児参加に取り組む企業の皆様にご活用いただける支援策をご紹介します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

男性の育児参加は、会社にも社会にもプラスです 

助成金や税制優遇制度により金銭面から支援するとともに、好事例を紹介しています。 
 

◆助成金による支援例 
  

 
 
 
 
 
 
  

◆くるみん税制 
 ・ 男性の育児休業取得に係る基準を含む一定の基準を満たした企業については、 
  次世代育成支援対策推進法に基づく厚生労働大臣の認定を受けることができます。 
  認定を受けると、商品等にマーク（右図）を表示でき、 
  建物等の割増償却ができる税制優遇措置を受けることができます。 
  ※ 税制の詳しい説明はこちら → http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/29.pdf 

 
◆好事例の紹介 
 ・ 「イクメン・プロジェクト」企業の事例紹介     http://ikumen-project.jp/wlb_company.html 
 ・ 「男性社員が育児参加しやすい職場づくりガイドブック」   http://ikumen-project.jp/pdf/guidebook.pdf 

男性の育児参加を進める企業に対する支援 

愛称：くるみん 

全ての
企業 

子育て期短時間
勤務支援助成金 

企業における短時間勤務制度の導
入を支援します。 

・中小企業：１人目40万円、２人目以降15万円 
・それ以外：１人目30万円、２人目以降10万円 

中小 
企業 

代替要員確保
コース 

中小企業における育児休業取得者
の代替要員を確保し、育児休業取得
者の復帰を支援します 

支給対象労働者１人当たり15万円 

資料出所  こども未来財団「父親の育児に関する調査研究－育児休業取得について」（平成23年3月） 

（注） 回答者は、過去3年間に直属の正社員の部下が育児休業を取得したことがある課長相当職以上の管理職 

管理職から見た職員の育休取得による職場への影響の内容 
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利用者が職場で孤立するようになった 

利用者の職場での評価が低くなった 

休業中の子育て経験により利用者が仕事の能力を高めた 

利用者の仕事を引き継いだ人の仕事の能力が高まった 

職場全体の生産性が上がった 

職場の結束が強まった 

会社や職場に対する各人の愛着や信頼が深くなった 

各人が仕事に効率的に取り組むようになった 

仕事の進め方について職場の中で見直すきっかけになった 

各人が自分のライフスタイルや働き方について見直すきっかけになった 

育児休業など会社の男性の育児参加に対する各人の理解が深まった 

男性 

女性 
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男性の半数程度が、自分が育児休業制度を利用できるかどうかについての 
認識が不足している状況にあるというデータがあります。 
 

以下のような男性の育児参加を支援する制度について、 
従業員に積極的に周知いただくようお願いいたします。 
 
 

◆育児・介護休業法では、男性の育児参加を支援するための制度を設けています。 
 

 ・ パパ・ママ育休プラス 
   父母がともに育児休業を取得する場合、１歳２か月までの間の１年間、育児休業を取得できます。 
   

 ・ 産後８週間以内に育児休業を取得した場合、再度の取得が可能 
   父親が出産後８週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得できます。 
 

 ・ 専業主婦家庭の男性従業員も育休取得可能 
   専業主婦家庭の男性従業員であっても、育児休業を取得できます。 
 

 ・ 短時間勤務制度 
   ３歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度（１日６時間）を設けることを事業主の義務 
  としています。 
 

◆平成２６年４月１日以降に開始する育児休業から、育児休業給付金の支給率が引き上げられます。 
 

 ・ 育児休業給付金 
   雇用保険の被保険者の方が１歳（保育所に入所できないなど一定の場合は１歳６か月）に満たない子を 
  養育するために育児休業をした場合に、一定の要件を満たすと育児休業給付の支給を受けられます。 
    育児休業給付金は、平成２６年４月１日以降に開始する育児休業（※）からは、育児休業を開始してから 
  １８０日目までは、休業開始前の賃金の６７％となります。（これまでは全期間について５０％） 
   ※平成２６年３月３１日までに開始された育児休業は、これまでどおり育児休業の全期間について休業開始前の 
     賃金の５０％が支給されます。 

ご不明点については、山形労働局雇用均等室までお気軽にご相談ください。 
 ●所在地： ９９０－８５６７ 山形市香澄町３－２－１山交ビル3階  
 ●電 話： 0２３－６２４－８２２８ 

男性の育児参加を支援する制度 

先進的な取組を進めている企業の皆様の社会的評価を高めるため、 
次世代育成支援対策推進法に基づく厚生労働大臣による認定制度のほか、 
「イクメン企業アワード」や「均等・両立推進企業表彰」などにより、 
先進的な取組を進めている企業を厚生労働大臣等が表彰しています。 
 

 ・ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定制度について    
                      http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/26.html 
 ・ イクメン企業アワード      http://ikumen-project.jp/active/active_project.html 
 ・ 均等・両立推進企業表彰   http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kintou/ryouritsu.html  

先進的な取組を進めている企業の認定・表彰 

◆ 育児休業給付は非課税です。 
  育児休業期間中の雇用保険料（※）・社会保険料の事業主負担はありません。 
 

  ・ 育児休業給付に所得税、住民税はかかりません。 
  ・ 控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額にも含まれません。 
  ・ 育児休業期間中の雇用保険料・社会保険料の事業主負担もありません。 

（※ただし、育児休業期間中に給与が支払われれば、雇用保険料の事業主負担が発生します。） 
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